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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物を検査するための電気信号をプローブ針を介して入出力する半導体検査装置に用
いられるプローブガイド板であって、
　シリコン基板と、
　前記シリコン基板の一方の面から他方の面に貫通し、前記プローブ針が挿入される貫通
孔と、
　前記貫通孔の前記一方の面側の端部に設けられ、前記一方の面に近づくに従って孔の大
きさが拡大する第１テーパ部と、
　前記貫通孔の前記他方の面側の端部に設けられ、前記他方の面に近づくに従って孔の大
きさが拡大する第２テーパ部と、
　前記第１テーパ部及び前記第２テーパ部を含む前記貫通孔の内壁面に形成されたシリコ
ン酸化膜と、を有することを特徴とするプローブガイド板。
【請求項２】
　前記シリコン酸化膜の膜厚が０．５μｍ以上５μｍ以下であることを特徴とする請求項
１記載のプローブガイド板。
【請求項３】
　前記一方の面及び前記他方の面にシリコン酸化膜が形成され、
　前記一方の面及び前記他方の面に形成されたシリコン酸化膜の膜厚は、前記貫通孔の内
壁面に形成されたシリコン酸化膜の膜厚よりも薄いことを特徴とする請求項１又は２記載
のプローブガイド板。
【請求項４】
　前記一方の面及び前記他方の面は、前記シリコン基板の（１００）面であることを特徴
とする請求項１乃至３の何れか一項記載のプローブガイド板。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項記載のプローブガイド板と、
　前記貫通孔に挿入されたプローブ針と、を有し、
　対象物を検査するための電気信号を前記プローブ針を介して入出力することを特徴とす
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る半導体検査装置。
【請求項６】
　対象物を検査するための電気信号をプローブ針を介して入出力する半導体検査装置に用
いられるプローブガイド板の製造方法であって、
　シリコン基板の一方の面から他方の面に貫通し、前記プローブ針が挿入される貫通孔を
形成する工程と、
　前記貫通孔が形成された前記シリコン基板を異方性ウェットエッチングし、前記貫通孔
の前記一方の面側の端部に、前記一方の面に近づくに従って孔の大きさが拡大する第１テ
ーパ部を形成すると共に、前記貫通孔の前記他方の面側の端部に前記他方の面に近づくに
従って孔の大きさが拡大する第２テーパ部を形成する工程と、
　前記シリコン基板を熱酸化し、前記第１テーパ部及び前記第２テーパ部を含む前記貫通
孔の内壁面にシリコン酸化膜を形成する工程と、を有することを特徴とするプローブガイ
ド板の製造方法。
【請求項７】
　前記シリコン酸化膜の膜厚が０．５μｍ以上５μｍ以下であることを特徴とする請求項
６記載のプローブガイド板の製造方法。
【請求項８】
　前記シリコン酸化膜を形成する工程は、前記一方の面、前記他方の面、並びに前記第１
テーパ部及び前記第２テーパ部を含む前記貫通孔の内壁面に、シリコン酸化膜を一体に形
成する工程と、
　前記一方の面及び前記他方の面に形成されたシリコン酸化膜をエッチングし、前記一方
の面及び前記他方の面に形成されたシリコン酸化膜の膜厚を、前記貫通孔の内壁面に形成
されたシリコン酸化膜の膜厚よりも薄くする工程と、を含むことを特徴とする請求項６又
は７記載のプローブガイド板の製造方法。
【請求項９】
　前記一方の面及び前記他方の面は、前記シリコン基板の（１００）面であることを特徴
とする請求項６乃至８の何れか一項記載のプローブガイド板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１テーパ部及び前記第２テーパ部を形成する工程の前に、前記シリコン基板に対
してエキシマ処理、紫外線照射処理、又はプラズマ処理を行い、
　前記第１テーパ部及び前記第２テーパ部を形成する工程では、水酸化テトラメチルアン
モニウム水溶液を用いて異方性ウェットエッチングを行うことを特徴とする請求項６乃至
９の何れか一項記載のプローブガイド板の製造方法。
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